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二重投稿をめぐる動向
―国際学会プロシーディング論文の扱いを中心に―

市田　秀樹・中村　征樹

１．はじめに
　研究競争がグローバルに展開されるなかで、近年、研究不正が問題に
なる場面が増えている。研究不正行為の定義は国によって異なるが、そ
の中でも中核となるのが、世界各国で共通に研究不正とみなさている 

「捏造（fabrication）、改ざん（falsification）、盗用（plagiarism）」（総称
して「FFP」）である。しかし、研究不正行為はFFPに限定されるもの
ではない。「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライ
ン」（2014年８月文部科学大臣決定、以下、「新ガイドライン」と呼ぶ）1）

では、FFPだけでなく、二重投稿や不適切なオーサーシップが「不正行
為として認識されるようになってきている」と述べている（p. 4）。実際、
立石ら 2）が2013年に国内の学会（日本学術会議協力学術団体）に対して
実施した調査では、20％の学会で、過去５年間に「「二重投稿・二重掲 
載」で「問題があった」または「少し問題があった」」と回答しており、
二重投稿の問題が学会レベルでも広く問題として認識されていることが
うかがわれる。また、文部科学省により2015年度より公開されている 

「文部科学省の予算の配分又は措置により行われる研究活動において不
正行為が認定された事案（一覧）」3）では、これまでに49件が報告されて
いるが、2017年度以降、２件の二重投稿事案が報告されるなど、二重投
稿は研究不正問題において重要な一角を占めるようになってきた。新ガ
イドラインでは、二重投稿について、「科学への信頼を致命的に傷つけ
る「捏造、改ざんおよび盗用」とは異なるものの、論文および学術誌の
原著性を損ない、論文の著作権の帰属に関する問題や研究業績の不当な
水増しにもつながり得る研究者倫理に反する行為」としている。日本で
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は二重投稿に関して、東北大学で表面化した大規模な二重投稿問題 4）が
広く注目を集めた。同問題は、国内で二重投稿問題への関心を高め、二
重投稿への対応を見直す契機となった。
　背景には、学術論文の投稿・出版を取り巻く環境の大きな変化があ 
る。研究資金の獲得競争や国際競争が激化するなか、研究成果を示す学
術論文の数が急増している。世界で発表される論文数は約15万件（2017
年）と、ここ15年間で約２倍となり 5）、その増加傾向は続いている。論
文数の増加にともない、必然的に査読（ピアレビュー）の量も増え続け
ている。査読者の負担増や、査読システム自体がかかえる課題について
も指摘されている。山崎は『科学者の発表倫理』6）において、重複出版
や重複投稿に関して、20世紀前半までは重複出版が許されていたが、20
世紀後半になると、文献データベースの整備と科学情報の国際流通の促
進の中で、重複出版に対する見方が変化していること、その議論は今後
も、科学情報の生産・流通システムの変化の中で再検討される必要があ
ることを指摘している（pp. 27−28）。
　情報系の分野など、国際会議のプロシーディング論文が業績として高
く評価される分野もある。また、論文のオープンアクセス化、様々なオ
ンラインジャーナルの登場、リポジトリの活用の進展など、論文発表を
取り巻く環境も大きく変わりつつある。電子化を背景に、分野によって
は論文投稿前にオンライン上のサーバーにプレプリントを掲載すること

（事前掲載）が急速に普及してきた。そのなかで、国際会議のプロシー 
ディング論文の扱いや、プレプリントのかたちで公表した論文の扱いが、
二重投稿・掲載の文脈で、あらたに問題化してきている。
　以上のような状況下で、研究者には、従来になく二重投稿について適
切な認識をもつことが求められている。そこで本論文では、実際の二重
投稿の事案を紹介したうえで、学術誌編集者コミュニティや出版社によ
る二重投稿に関する勧告やポリシーについてレビューする。さらに、新
たな動向として、投稿前の論文を事前にオンライン上のプラットフォー
ムに掲載するプレプリントの現状をまとめ、プレプリントと二重投稿の
関係について検討する。
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　なお、ここで、二重投稿とは、投稿した論文の採否が決まらないうち
に他誌に投稿することであり、二重掲載とは、掲載済の論文と同一もし
くは、ほぼ同じ内容の論文を他の学術誌等に掲載することである。また、
三媒体以上にほぼ同一の内容の論文が掲載されるケースもあり、多重掲
載と呼ばれることもある。ただし、それらの行為をまとめて「二重投稿」
と呼ぶことも多いことから、本論文では、以下、二重掲載・多重掲載等
を含めて二重投稿と呼ぶこととする。

２．不正事案にみる二重投稿
　この章では、二重投稿に関する研究不正事案、特に国際学会で発表し
たプロシーディング論文をもとにオリジナル論文として投稿することに
ついて考える。
　文部科学省の研究不正行為事案リスト 3）では、先に述べたように２件
の二重投稿に関する報告が掲載されている。そのうち、「京都工芸繊維
大学及び大阪産業大学所属教員等による研究活動上の不適切行為（二重
投稿）の認定について」（2017−16）の事案を取り上げ、その問題点に
ついて検討する。本事案について、当該事案の概要 7）によれば、Ａ教授
らは、国際学会で発表した論文とほとんど同一の論文を、オリジナル論
文として、日本の工学系学会誌に投稿した。この論文は学会誌に掲載さ
れたが、後日、学会は当該論文が二重投稿に当たるため掲載取消しとす
ることを発表した。この発表を受けて、教員らが所属するＤ大学とＥ大
学において調査が行われ、その結果、二重投稿が認定された 8,9）。調査
報告によれば「Ａ教授は、聞き取り調査に際し、国際学会で発表したプ
ロシーディング論文は、口頭発表の概要と同じ程度であり、人間工学会
での論文が正規の論文と考えていたことから、同じ内容で投稿しても問
題ないと理解していた」と回答した 7）。不正行為の認定を踏まえ、Ａ教
授に対しては停職14日間の懲戒処分、Ｃ講師に対しては訓戒処分が、そ
れぞれの所属大学から発表された 8,9）。
　本事案における不正事由について、学会誌の規定や当該論文等をもと
により詳しく検討してみよう。論文取り消しが行われた日本の工学系
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学会誌は、日本人間工学会誌『人間工学』である。本事案については、 
「掲載論文の取消について」という文書が2017年４月24日に掲載されて
いる 10）。当時の「人間工学」誌の投稿規定（2015年６月版）11）では、「4. 
多重発表・投稿の禁止」の項に多重投稿に関する規定があり、その注釈
で以下の点を定めている。（1）他誌等に発表または発表予定の原稿の全
部または、社会通念上、引用とは見なされない範囲に及ぶ原稿、あるい
は主たる部分が同一である内容の原稿を本誌に投稿することは、多重発
表・投稿とみなし、本誌の査読対象とはしない、（2）既発表の原稿等に
新規性を加えるなど拡充して本誌に投稿する場合には、その旨を投稿原
稿に明示することが望まれる、（3）既発表の原稿等を拡充して投稿する
場合には、投稿に際して編集委員会に申告し判断を求めること、である。
　本事案については、プロシーディング論文とオリジナル論文、英語と
日本語という形式は異なるものの、国際学会で発表したプロシーディン
グ論文が既発表の論文として見なされ、新規性を加えることなく、ほぼ
同じ内容の論文がオリジナル論文として投稿されたことが二重投稿に該
当するものとされた。なお、本事案で既発表とされたプロシーディング
論文 12）について、調査の際にＡ教授は「口頭発表の概要と同じ程度で
あり」としていたが、実際には、総ページ数が11頁で、10枚の図面と３
つの表が含まれているなど、「口頭発表の概要と同じ程度」とはいえな
いものであった。日本人間工学会誌に掲載されたオリジナル論文（現在
は撤回されている）13）とプロシーディング論文を比較すると、日本人間
工学会誌に掲載されたオリジナル論文には、日本国内のみの関連情報が
追加されており、また、掲載されている写真が差し替えられているが、
新規なデータや実験結果に対する新たな解釈は加えられておらず、主な
結果や結論、意義が異なるものではなく、プロシーディング論文をほぼ
そのまま日本語に訳したとみなされる内容であった。また、プロシーディ
ング論文は、会議参加者に限定的に公開されたものではなく、国際会議
開催前から、その電子版が大手出版社より公開され、既に広く公開され
た状態にあった。このような事由から、日本人間工学会としては、「掲
載論文の取消について」10）の中で、「重複発表とみなし、二重投稿を禁
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止した本学会投稿規定に抵触するとともに、国際学会で発表した論文の
著作権を侵害した」と判断したものと考えられる。
　さて、国際学会等での発表にもとづき、学術誌にオリジナル論文とし
て投稿するケースは少なくない。国際学会等で発表した論文の扱いにつ
いて、プロシーディング等に掲載されているのが抄録にとどまる場合 
は、その旨を明記さえしておけば二重投稿が問題となることはない。た
とえば日本原子力学会編集委員会は「二重投稿に関するＱ＆Ａ」14）を公
開しているが、そこでは、掲載されているのが抄録のみである場合、ま
た、論文を収録した媒体の配布が参加者に限定されている場合は、二重
投稿とならないと明記されている。問題となるのは、国際会議での発表
の全容がすでに公開されているときである。同「Ｑ＆Ａ」によれば、二
重投稿として問題になるのは、発表内容の全容がWeb上で公開されて
いる場合や、ISBNが付与されている電子媒体等、会議参加者以外にも
提供されている場合であるとしている。前章で検討した二重投稿事案は、
プロシーディング論文が出版され、論文の全容が参加者以外に広く公開
されていることから、このケースにあたるといえるだろう。
　それではプロシーディング論文をもとに学術誌に論文投稿を行う場
合、どの程度の新規性が必要になるのだろうか。実はこの点については、
一般的な共通理解や決まりは無く、学術分野や学術雑誌ごとに判断が異
なっている。そこで、２つの例を以下に示す。
　Yuehong （Helen） Zhangら 15）は、2011年に実施した様々な分野の学
術誌の編集者へのアンケート結果について、次のとおり報告している。

「60％の回答者が、プロシーディング論文の内容に新たな情報を付け加
えることによって、オリジナル論文として適切に出版できると考えてい
る」（p. 302）。改訂された論文のうち、新たな内容として必要な割合に
ついて、コンピュータ・電気工学分野の35％から、化学・物理・工学
分野の50％まで分野による違いはあるが、平均は46％であった。ただ
し、プロシーディング論文をオリジナル論文として出版することは、「新
しい内容を追加したとしても、多重出版に該当すると考える回答者が
22％いる」（p. 302）。一方、ソフトウェア工学分野のSoftware Testing 
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Verification and Reliability誌においては、EDITORIALの中で次のよう
な指摘がなされている 16 , 17）。学会等で発表されたプロシーディング論文
をオリジナル論文として発表する場合は、プロシーディング論文を適切
に引用しつつ、全体の少なくとも30％は新しい情報が付加され、議論さ
れるべきである。具体的には、1. タイトルを新しくする、2. アブストラ
クトを新しくする、3. 新しい理論・概念を取り入れる、4. 追加の実験を
加える。以上の４点において、大幅な改訂･追加を伴うべきである。
　このように、学会等で発表されたプロシーディング論文に新たな情報
と議論を付け加えて、オリジナル論文として発表しようとするケースに
ついては、どの程度の新規性を加えるかという点において、学術分野や
学術誌編集者によって、判断基準は異なっている。
　そこで、二重投稿に関する全般的な動向を確認するべく、学術誌の編
集者コミュニティが発行している勧告や大手出版社のポリシーについ
て、その状況を次章で整理する。

３．二重投稿に関するガイドライン
　前章では、二重投稿の事案として、学会等でのプロシーディング論文
に新たな情報を付加してオリジナル論文として投稿するケースについて
検討した。そのケースにおいて、どの程度、新たな情報を加えるかは、
学術分野によって編集者の判断が異なることを確認した。続いて、本章
では、二重投稿について、分野を超えてひろく参照されている国際的な
ガイドラインや大手出版社のポリシーを示しつつ、その現状についてま
とめ、学術分野間に共通な二重投稿に対する指針を抽出することを試み
る。
　はじめに、医学雑誌編集者国際委員会（International Committee of 
Medical Journal Editors: ICMJE）による勧告（Recommendations for 
the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in 
Medical Journals）18）について整理する。ICMJEは、主要な国際医学系
学術誌やそれに関わる機関の編集者で構成されているワーキンググルー
プであり、医学系雑誌での学術研究の実施、報告、編集、および出版へ
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の勧告に関する活動を行っている。ICMJEは、1979年以降、生物医学
雑誌に共通の投稿規定を標準化するべく「生物医学雑誌への統一投稿
規定（Uniform Requirement for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals: URM）」19）を公表し、その後、時代が進むのにあわせながら改
訂を重ねてきた。しかし論文原稿の作成に留まらず、関連する様々な問
題に対応する必要が発生してきた。そのなかで、統一投稿規定を継承す
るかたちで作成されたのが、本勧告である。その目的は、生物医学雑誌
において発表される研究成果等における倫理基準を示すとともに、著者
や編集者、査読者等の論文の関係者らが、明解かつ再現可能な医学論文
を出版できるようにすることである。本勧告は生物医学論文の投稿を念
頭に作成されているが、他分野での論文投稿に関する規程やガイドラ
インの作成の際にもひろく参照されており、もっとも代表的な指針の
一つといえよう。この勧告の中で 18）、二重投稿については、重複投稿

（Overlapping Publication）として、Sec. Ⅲ Dで言及されている。そこ
では、重複投稿、重複出版、事前掲載などについて、勧告を行っている

（pp. 9−10）。その主要な要点は表１のとおりである。

表１．ICMJE勧告 18）における重複投稿についての勧告の要点.

（1） 使用言語によらず、同一の原稿を複数の雑誌に同時に投稿すべきではない。
（2） 多重出版とは、既に発表された論文と実質的に重複する内容の論文を、過

去の論文について明確に言及することなく出版する事である。パブリック
ドメインにおける情報の公開についても事前出版と見なされる場合がある
ため注意が必要である。

（3） 投稿する原稿内容の大部分が、1. 既に発表されている論文と大部分で重複
する場合、2. 他誌に投稿中または採択された別の論文に掲載されている、
または密接に関連する場合においては、著者は編集者へのカバーレターに
その旨を明記し、投稿論文の扱いについて編集者が判断できるよう関連原
稿を提出すべきである。

（4） 本勧告は、編集長への手紙（letter to the editor）、プレプリント、学会発
表の抄録やポスター発表などの予備的報告（preliminary report）を踏ま
えた、完全な内容での報告（complete report）を学術誌に掲載すること
を妨げるものではない。
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（5） 論文がすでにプレプリントサーバーに投稿されている場合、そのことを学
術誌に伝えるのは著者の責任である。さらに、出版された最終版の論文も
含め、改訂版について読者に指示するようプレプリントを確実に改訂する
ことは、（雑誌編集者のではなく）著者の責任である（なお、プレプリン
ト関する項目は、2018年以降の勧告において掲載されている。）

（6） その旨を明記することなく、多重出版を行おうとする著者は、すくなくと
も投稿原稿が即時に不採用になることを覚悟すべきである。編集者が重複
出版であることに気付かずに掲載されてしまった場合、著者への説明や許
可の有無にかかわらず撤回されることがある。

注）表１の作成にあたり、株式会社 翻訳センターが作成したICMJE勧告の和訳版「ICMJE
統一投稿規定（2017年改訂版）」20）を参照した。

　次に、出版社の立場から、世界的な学術出版社である、Springer 
Nature社とElsevier社が定めている二重投稿等に対するポリシーを紹介
する。
　まず、Springer Nature社の中でも、Natureなどの影響力のある学術
誌を発行しているNature Researchの多重出版に関するポリシー 21）を、
表２に示す。

表２．Nature Researchの多重出版に関するポリシー 21）の要点.

（1） 投稿される原稿は、他誌において投稿または出版されていないオリジナル
でなければならない。

（2） Nature Researchジャーナルに投稿する論文に関連する論文等が、他の
ジャーナルで審査中ないし出版準備中（in press）の場合は、投稿時にそ
のことを明記した原稿を提出するとともに、編集者へのカバーレターでそ
のことに注意を喚起すること。Nature Researchジャーナルでの審査中に、
投稿時には書かれていなかった関連原稿を他誌に投稿する際にも、その旨
を編集者に情報提供すること。

（3） Nature Researchジャーナルに投稿した論文の内容の一部について、他の
場所で発表した、もしくは発表予定である場合、著者はカバーレターにお
いてその詳細について言及しなければならない。主な結果や結論、意義が
明らかになっていなかった場合、もしくは、他の言語で発表されたなどの
場合には、本誌への投稿が可能となる場合がある。

（4） ジャーナルへの投稿の前に、他の科学者によるレビューを受けるため、ひ
ろく認められたプレプリントサーバーに事前に掲載することを支持する。
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プレプリントに関するポリシーについては別に示す。
（5）Nature Researchのジャーナルでは、学術誌への投稿前の会議抄録の出版

を許容している。抄録は、Nature Researchのジャーナルへの投稿と同時
に提出するとともに、原稿のカバーレターで言及する必要がある。

（6）投稿に際して疑問がある場合、著者は投稿論文に対応する編集者にアドバ
イスを求める必要がある。

　次に、世界最大規模の学術誌の出版社であるElsevier社のポリシー
について紹介する。Elsevier社では、出版倫理について「Policies and 
ethics」22）を作成し、出版に関わる出版社、編集者、査読者、著者が負
うべき責任を示している。その中で「Duties of Authors」の「Multiple, 
Redundant or Concurrent Publication」において、二重投稿について表
３のように言及している。

表３．Elsevier社の「Policies and ethics」22）に記載されている、
「Duties of Authors」の「Multiple, Redundant or Concurrent Publication」.

（1） 著者は一般的に、本質的に同じ研究の結果を報告する原稿を複数のジャー
ナルで出版するべきではない。同一の原稿を複数のジャーナルに同時に投
稿することは、非倫理的な行為であり、許容されない。

（2） 著者は、抄録、講義録（published lecture）や学位論文の一部、電子版の
プレプリントを除いて、以前に出版されている論文を別のジャーナルに投
稿すべきではない。

（3） 特定の条件を満たせば、臨床ガイドラインや翻訳など一部の論文について
は、複数のジャーナルにおける出版が正当化される場合がある。著者と編
集者は、二次出版に関して同意していることが必要である。その際、二次
出版となる論文の内容は、一次出版と同じデータや解釈であるものとし、
一次出版を必ず引用しなければならない。
なお、許容される二次出版に関する詳細は、ICMJE勧告で確認すること
ができる。

　以上、さまざまな学術分野の投稿規定でひろく参照されているICMJE
勧告と、多分野の学術誌を発行している大手出版社（Nature Research
社とElsevier社）が示している投稿ポリシーを確認した。以上を踏まえ
ると、二重投稿に関して共通するポイントとして、次の２点を指摘でき
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る。（ⅰ）過去の既発表の論文と新規に投稿する論文の差異を明確に示す
こと。重複する内容が含まれる場合は、既発表論文を適切に引用する
こと。（ⅱ）重複する内容が含まれるなど、密接に関連する既発表の論文 

（会議での概要（アブストラクト）、抄録（プロシーディング）、プレゼ
ンテーション資料なども含む）や投稿準備中などの論文については、カ
バーレターで編集者にその情報を適切に開示すること。
　ここで、プロシーディング論文にもとづきオリジナル論文を作成し投
稿するケースについて、上記（ⅰ）（ⅱ）より考えてみる。上記（ⅰ）の中 
で、特に問題になるのは、新規に投稿する論文において、どの程度、既
発表の論文との重複が許されるか、言い換えれば、どの程度の新規性が
必要か、である。第２章でも示したように、データや実験結果の解釈な
どにおいて、どの程度の新規性を加えれば良いのかという点について 
は、厳密な定義はなく、編集者側でもその判断が分かれる場合がある。
そのため著者は自身の判断だけで投稿を進めるのではなく、（ⅱ）に示す
ように、会議で発表した内容などを編集者に対して適切に開示したうえ
で、投稿プロセスを進めて行くことが必要である。研究活動は、それま
でに得られた研究成果をベースにしながら、その上に新たな成果を積み
上げていくものであり、その過程で会議や論文等、さまざまな形で研究
成果を発表するものであり、その際、発表内容がある程度重複すること
は避けられないとはいえよう。その発表が二重投稿にならないために 
は、研究者は、研究成果を論文にまとめる際、既発表の研究成果との関
係や新規性を意識するとともに、既発表の論文等との関係を学術誌の編
集者に明示するとともに、論文本文でもそのことについてきちんと言及
する必要性がある。
　次に、最近のあらたな動向であるプレプリントサーバーに掲載された
論文（プレプリント）について、二重投稿という観点から検討する。

４．研究成果のオープンアクセス化とプレプリントの扱い
　近年、研究成果のオープンアクセス（OA）化が大きく進展している。
従来、研究成果は、学術雑誌に掲載された研究論文というかたちで公開
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されることが一般的であった。しかし、OA化の流れのなかで、研究助
成団体が助成対象の論文をWeb上で公開することを求めるなど、広い
層の研究成果へのアクセスを保証するための取り組みが進められてき 
た 23）。論文のOA化においては、査読が済み学術誌に掲載された論文に
ついては、著者が出版経費を負担することで出版社自身が研究論文を
OAとする方法や、研究者が所属する研究機関の機関リポジトリに雑誌
掲載前の版の原稿を掲載する方法などいくつかがあるが、本章では、査
読前の論文をオンライン上に公開するプレプリントサーバー 24）につい
て検討する。
　プレプリントとは、だれもが無料でアクセスできるサーバーにアッ
プロードされた研究論文である。プレプリントは、サーバーにアップ
ロードされた後、査読過程を経ずに公開される。プレプリントの原点 
は、1990年代から物理学の分野において生まれた「arXiv」である。現 
在、物理学分野のほかに、数学やコンピューターサイエンスなどの分野
の論文を受け付け、2018年では、約14万件の論文が投稿され公開されて
いる 25）。最近では、生命科学分野でのbioRxiv（2013年頃から）や化学
分野でのChemRxiv（2017年頃から）等が立ち上がってきている。これ
らは、大学図書館や研究所、学協会によりにより運営されているものが
大半だが、近年では、Elsevier社が生物学分野のプレプリントサービス
BioRNを開始するなど、出版社が運営を担う例もでてきている。プレプ
リントサーバーに掲載された研究論文については、それと同時、もしく
はその後に、学術誌にオリジナル論文として投稿できる仕組みが作られ
ている。特に、プレプリントサーバー「arXiv」の活用が早かった物理
学分野などでは、その仕組みが一部の学術雑誌において確立されてい 
る。
　プレプリントサーバーを活用することのメリットには、（1）速報性が
あり最新の研究成果を迅速に公開できる、（2）研究に対する優先権を主
張できる、（3）OAであり誰もが容易に最新の研究成果にアクセスでき
る、（4）研究成果に対して他の科学者から幅広くコメントを受けつけ、
それらの指摘を投稿論文に反映することができる、等がある。



二重投稿をめぐる動向42

　一方で、プレプリントは、Web上で広く公開されているため、これ
をオリジナル論文として学術誌に投稿したときに、論文の内容が事前に
公開されたものとみなされ、二重投稿として扱われる可能性がある。事 
実、第２章の表１でも触れたように、ICMJEの勧告 18）では、「事前掲
載（prior publication）には、パブリック･ドメインにおける情報の公
開が含まれる場合がある」ことが指摘されている（p. 9）。2018年以降の
ICMJEの勧告では、プレプリントサーバーに関する項目が追加されて
いる。そこでは、「論文がすでにプレプリントサーバーに投稿されてい
る場合、そのことを学術誌に伝えるのは著者の責任である。さらに、出
版された最終版の論文も含め、改訂版について読者に指示するようプレ
プリントを確実に改訂することは、（雑誌編集者のではなく）著者の責
任である」としている（p. 9）。また、Nature ResearchやElsevierなど
の出版社の多重投稿に対するポリシーにおいても、プレプリントサー
バーに関する記載がされている。Nature Researchジャーナル社のプレ
プリントに関するポリシー 26）では、プレプリントの掲載は事前掲載と
みなさないことを明言しており、プレプリントサーバーを活用した研究
者間のオープンなコミュニケーションを勧めている。これは、プレプリ
ントサーバーが科学コミュニティの中で活用され、科学研究の発展に寄
与していることを認めているゆえである。
　ただし、プレプリントの扱いは研究分野によって異なる。ここでは、
二重投稿の規定において、プレプリントサーバーを含むパブリックドメ
イン掲載論文への対応が異なる日本の学協会の例を示す。まず、日本看
護科学学会は、日本看護科学会誌における投稿規定 27）の「4. 研究倫理」
に関する項において、「投稿論文の内容は，他の出版物（国の内外を問
わず）にすでに発表あるいは投稿されていないものに限る。重複投稿は
禁止する。インターネット上で全文公開されている内容（機関リポジト
リにおける学位論文の全文公開を含む）は、すでに発表されたものとみ
なす。」とある。一方、人工知能学会が発行する人工知能学会論文誌の
投稿規程 28）では、「2.5 二重投稿」で下記のとおり記載している。「執筆
者を著者に含む既発表または投稿中の論文と同一内容または極めて類似
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した内容の論文を本学会に投稿した場合には、二重投稿に該当する。た
だし、既発表または投稿中の文献が、以下の場合には二重投稿にあたら
ないものとする。」としており、二重投稿に当たらないものとしては、
学位論文、国際会議や学会の予稿集･プロシーディングや、プレプリ 
ントサーバーに投稿された論文等を挙げている。すなわち、パブリック
ドメインにおける公開への対応について、日本看護科学会誌が学位論文
も含めて既発表として取り扱うとしている一方、人工知能学会論文誌で 
は、プレプリントサーバーに投稿された論文や学位論文等は二重投稿に
あたらないとしている。プレプリントや機関リポジトリで公開された学
位論文の扱いについては、研究分野の特性や学会のポリシーとも深く結
びついており、どちらの扱いが優れていると一概に言うことはできない。
しかしいずれにせよ、論文投稿にあたって、学術誌の二重投稿に関する
規程等を確認しておくことが重要である。また、学術誌においては、著
者が適切に判断できるよう、二重投稿に関する具体的な規程等を整備す
ることが求められる。なお、学位論文のなかでも博士論文に関しては、
2013年４月１日以降、原則インターネットを利用して機関リポジトリ等
で公開されることになっており、博士論文をもとに学術誌への投稿を計
画している場合、投稿予定の学術誌の二重投稿ポリシーを確認しておく
ことが必要である。なお、博士論文をもとに学術論文として投稿したい
場合の対応については、東京大学情報システム部情報基盤課学術情報
チームによる『博士論文と著作権』29）の「4. 博士論文をこれから投稿・
出版する場合」において、機関リポジトリでの公表の延期ができること
等の具体的な対応の指針が示されている（p. 10）。
　プレプリントは、以上のように二重投稿という観点で新しい問題をも
たらしているが、同時に、二重投稿が発生する背景的要因にアプローチ
し、二重投稿問題に一定の解決をもたらすことも期待される。二重投稿
は、同時に複数の学術誌に投稿し、採択が早く出た学術誌に論文を掲載
する行為であるが、そのような問題が発生する要因の一つが、研究成果
をいちはやく発表したいという、研究成果の先取権をめぐる競争であ
る。しかし、研究者は、プレプリントサーバーでプレプリントを公開す
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ることにより、はじめに投稿した学術誌で投稿論文が不採用になった場
合、先取権を確保したまま他の雑誌に投稿することができる。さらに、
査読においても、査読者と編集者のみが投稿原稿を読み、掲載の可否を
決定する従来のやり方に比べ、プレプリントで公開された論文について
は、公開と同時に研究者コミュニティによる検証の目にさらされること
から、査読プロセスに透明性と公平性をもたらす可能性も期待される。
プレプリントサーバーはここ数年、様々な学術分野での活用が始まって
きているところであり、今後、その動向や拡がりに注視したい。

５．まとめ
　本論文では、実際の二重投稿の事案を参照しながら、学術誌編集者コ
ミュニティや出版社による二重投稿ポリシー等の現状、さらに、近年注
目されてきているプレプリントの現状についてまとめた。とくに、著者
が二重投稿になるかどうかの判断に戸惑うケースとして、学会発表等の
プロシーディング論文をもとにオリジナル論文として投稿するケース
や、パブリックドメインであるプレプリントサーバーに投稿して、それ
と同時もしくはその後にオリジナル論文として学術雑誌に投稿するケー
スの現状についてまとめた。前者のケースであれば、どの程度の新規な
情報が必要かについては、学術分野によって差異があるが、編集者らは、
おおむね30〜50％程度の新規性が必要であると考えている。一方、プレ
プリントの扱いについても、学術誌によって大きく異なっている。
　以上のように、学協会や学術分野において、二重投稿に対する取り扱
いは大きく異なっている。発表される論文数の増加も一因となり、二重
投稿が問題となる事例は増えている。論文を投稿する際には、投稿規定
をよく読み、規程に抵触しないように心がけることが必要である。ま 
た、学協会等においては、二重投稿に関する規定等を整備するとともに、
学際的な新規な学術研究が増加していることから、分野を超えた統一的
な指針づくりなどを検討し、著者や編集者が判断･対応しやすいガイド
ライン等を検討する必要性があるであろう。
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